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１．これまでの経過及び今後の方針 

本市では、少子化や子どもと子育てを取り巻く環境の変化、保護者の保育ニーズの多様化に対応し、今後

の市立幼稚園と市立保育所の役割や機能について中長期的な視点から一体的に見直すため、平成２９年１

０月から、有識者、幼児教育・保育関係者、保護者代表等で構成する委員会においてその在り方についての

検討を重ねてまいりました。 

平成３０年７月には、すべての子どもに良質な教育・保育を提供することを目指し、これからの市立幼稚

園及び保育所の将来的な方向性を示した「大分市立幼稚園及び保育所の在り方の方針」を策定したところで

す。 

この方針により、市立の施設が地域における幼児教育・保育の拠点施設としての役割を効果的に果たすた

め、地区公民館区域を基本単位として、市立幼稚園と市立保育所の一体化による市立の認定こども園を整備

することとしております。こうした中、市立幼稚園については、下記の基準に沿って休園・統廃合となる場

合があります。 

 

２．市立幼稚園の休園・統廃合基準の概要（詳細は裏面参照） 

新たな休園・統廃合基準では、子どもにとって望ましい集団生活ができる規模（１クラス１５人以上）

を最優先に考慮して、過去２年間（令和３年度と令和４年度）の園児数の状況と、来年度（令和５年度）

の応募数又は来年４月の入園児数により、以下のとおり対応することとしております。 

【舞鶴幼稚園の４歳児の園児数】 

令和３年度 

（２０２１） 

令和４年度 

（２０２２） 

 
令和５年度（２０２３） 

１３人 ４人 

 
 4 人以下の場合 

ただし園児募集終了時点  

（Ｒ４.11月中旬） 
5～14 人の場合 15 人以上の場合 

２年連続１４人以下と 

なっています。 

 

令和 5（2023）年度は 

５歳児のみで開園し、年

度末に廃園となります。 

令和 5(2023)年度は現行ど

おり開園します。 

ただし、令和 6(2024)年度

は４歳児の園児募集は行わ

ず、５歳児のみで開園し、年

度末に廃園となります。 

令和 5（2023）年度以

降も現行どおり開園

します。 

  ◎ 基準日は学級編制の日（入園式の日）とします。 

◎ 同一地区公民館区域に市立幼稚園が１園の場合や、同時期に複数の市立幼稚園が統廃合の対象となる 

場合などは、地域の実情を勘案して決定します。 

                             【問い合わせ先】  子ども企画課   ５７４－６５１６                                            

                                保育・幼児教育課 ５３７－５７８９ 

市⽴幼稚園の開園・休園等についてのお知らせ 
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